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第 2回 池田市総合計画審議会

（議事要旨）

日時：平成 29年 12月 26 日 17：00～17：25 

場所：池田市役所 3階議会会議室 

参加者：児玉皓雄氏、河内厚郎氏、喜多秀行氏、中西史三氏、牛嶋牧子氏、櫻井清隆氏、

藤田雅也氏、木田公彦氏

    ＜事務局＞

    １１人

    ＜策定支援業務委託事業者＞

１人

傍聴者：０人

1. 開会 

2. 第６次総合計画一部見直し（案）について 

＜会長＞ 

 本日の審議を受け、第 6 次総合計画一部見直し（案）が確定した後、パブリックコメン

トを実施する予定である。皆様から忌憚のない意見をいただきたい。 

 事務局より説明をお願いしたい。 

＜事務局＞ 

 資料 1・2に基づき説明。

＜会長＞ 

 見直し案について、意見をお願いしたい。 

＜委員＞ 

 今回の審議会の趣旨がテーマパーク構想を推進するにあたり、支障のないように整合を

図るということは承知している。一通り、第 6 次総合計画、テーマパーク構想を拝見し

たが、事務局で相当精査していただいた資料であることから、特段異論はない。 

 ただ、大阪空港の話や細河地域での色々な施策の展開を踏まえると、環境の変化、それ

ぞれの地域でどのように対応するのかが必ずしも正しく繋がっていない可能性もある。

新名神ができることで具体的に人の流れがどう変わるのか、あるいはどう変えたいのか、

ということを踏まえた上で、それに伴いそれぞれの地区にどのような影響があるのか、

あるいはその地区の方から見て、その動きをどのように誘導したいのかがあり、そこか
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ら具体的な話にブレイクダウンされると思う。ただ、おそらくそれについての議論は今

回の審議会ではなく、次回の第 7 次総合計画の策定のときに考慮されることだと認識し

ている。そういう意味では環境の変化を踏まえ、第 6 次総合計画をフォローアップした

上で、第 7次総合計画の策定に取りかかっていけばよいのではないかと思う。 

＜会長＞ 

 ただいまのご意見は、総合的に見れば今の見直し案でいいのではないかということだと

考える。 

 他の委員のご意見にもあったが、今から大きく変更することは難しい部分がある。各委

員からのご意見を事務局で精査してもらったのが、今回の案である。ご意見があればお

伺いしたい。 

＜委員＞ 

 異論はない。ただ、この場が相応しいかどうかは別として、細河の現状、望んでいるこ

とについて、現状報告だけさせていただく。 

 新名神高速道路の供用開始を前提とした細河地域での資材置き場等への農地転用が多く

なっている。資材置き場ということになると、村中を工機・トラックなどが横行するこ

とになり、道路の危険性が増し、道路の傷みがかなり増えている。農地の利用転用・有

効利用についてもまた今後検討していただきたい。今回の見直し案については、異論は

ない。 

＜会長＞ 

 補足いただいたことについては今後、ご配慮いただきたい。 

 他の委員はどうか。 

＜委員＞ 

 異論は全くない。この通りだと考えている。 

＜委員＞ 

 異論はない。 

＜会長＞ 

 最後に副会長はどうか。 

＜副会長＞ 

 異論はない。第 7 次総合計画にどのように反映されていくかに尽きるかと思う。方向性



3 

は大体これで出たのではないか。テーマパーク構想がどうなるかはこれからの課題のた

め色々なことを考える必要があるが、たたき台はこれでできたのではないかと思う。 

＜会長＞ 

 両副市長から補足するようなことはないか。 

＜藤田副市長＞ 

 特にはない。色々な貴重なご意見を頂戴した。文章表現があるかないかは別にして、我々

としてもいただいたご意見を踏まえ、今後の第 7次の総合計画にもつなげていきたい。 

＜木田副市長＞ 

 先ほども委員からご意見いただいたが、いただいたご意見はその通りだと考えている。

今回は一部修正であるが、次の第 7 次総合計画には状況を見ながら、反映させていきた

い。 

＜会長＞ 

 全体の意見がこれで良しとするということで一致している。 

 総合計画一部見直しの現在の案を審議会の案として決定させていただく。 

 他に意見がなければ、今の案でパブリックコメントを実施していただきたい。 

＜事務局＞ 

 今後の予定についてご説明させていただく。本日の審議会で決定をいただいたため、第

6次総合計画一部見直し案について、パブリックコメントを実施させていただく。 

 パブリックコメントについては、1 月 4 日から 25 日まで市の HP や行政情報コーナーで

公表し、幅広い意見の募集を行う予定。パブリックコメントを実施した後、その意見等

に対する考え方を会長・副会長と相談させていただき、修正が必要となれば修正し、最

終の一部見直し案として市長に答申させていただく。 

 第 3回池田市総合計画審議会の場を市長へ答申する場とする。 

 パブリックコメントでいただいた意見が重大な変更を伴う場合は審議会を開催すること

になるが、軽微な変更であれば、会長・副会長と相談させていただき、決定させていた

だく。 

 次回第 3回池田市総合計画審議会は、2月 1日の 19 時から議会会議室で予定している。 

 今回の会議録については会議録公開要領に伴い、HP 等で公開させていただく。 
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3. 閉会 

＜会長＞ 

 これで、第 2回総合計画審議会を終わらせていただく。 

以上


